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台湾大地震直後の 1週間における台湾当局 の対応につ いて
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1．研究の背景と目的

　昨年 9月 21日午前 1時 47分に発生した台湾大地震は，我が

国の阪神・淡路大暖災と同様被災地に深刻な被害をもたらした。

従来より、巨大地震は予知が難しいとされ　
n、発隼すると壊

滅的な被害を及ぼすこ とは阪神・
淡路大震災の例か らも明 らか

で ある。

　 「危勘 とは国家や国民にとっ ての究極の価値で ある 生存が

脅かされる状態1 あり、国と社会が危機に如 何に対処し乗 り越

え られ るかを 脆機管理1 と言う n。巨大地震へ の対応もまた

危機管理であ り、初動体制を確立し災害発生直後の対応の 混乱

を如何に軽減する力丶 阪神・淡路大震災以降我が国で も真剣に

検肘されて きた
O

．

　台湾では震災前の防災制渡、枠組みは 日本ほどにlm 備され

てい なかっ た。にも関わらず 地震発生約 10分後に震災救援指

揮センターω
を轂立する

O
など、 直後から対応の方針及びそれ

に基づ く具体的対策を迂贖かつ柔軟に打ち出し、注目され た  。

　国情、文化的背景等が考慮され るものの、何故ゆえにそのよ

うな対応が取れたのかを分析することは、将来の災害を検討す

る 際の教 材にな ると考 える。

2．研究方法

　本研究では、9月 21日の大地震発生初日か ら9月27 日まで

の 1還間における台 湾当即 の行動 に注 目した。この 間、台湾

で は，救援・救助活動にはじま り、被災地の 後1日。
復興を検討

するため の震災復興推進委員会が毀匯された。すなわち、人命・

安全を守る ための緊急対策、被災者の 日常生活 を安定させ るた

めの応急対策、及び 社会のス トックを再建するための 復旧・復
興対策 Sが開始され たこ とか ら、災害発生直後の対応 を考察す

るための対象期間とした。

　考察にあたっ ては，直後1週間に どの よ うな苅応の方針、 及

びそれに 基づ く具体的な対策を打ち出したか、さらに総統をは

じめとする 当局の 慧思鴃定者はどう動いたかを取り上げた。 こ

れ らか ら台湾当局の対応 の特色を検飼する こととした。

　具中的な飃査は、昨年9月 と本年1月に台湾当局等関係者に

インタビュ
ーしたのをはじめ、当局の公的資料、文献等をもと

に分析に努めた ω
。

3．対店 の 方銖及びそれに基づ く関係省庁の具体的対策

（1）概要

　台湾では、震災前か らの防災制度や枠組みは日本ほどには

整備されて い なかっ た。台湾には災害対策基本法に相当する

ものとしての災害防救方案や、憲法に基づ く緊急命令等があ

るが、いずれも抽象的な内容にとどまっ て いる e （表 1参照》．

　発災直後台湾では，趁統、副総統、行政院畏といっ た 当局

の意思決定者ωが，トップダウンにより自ら組織を率先する

体制で 主体的に対応した。そのために、まずは大まかな方針

を建て対応の方向性を打ち出した。関係機関相互（瑚 整を経

て物事を決定 する時間を要 さない 点で、混乱時での ス ピーデ
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ー
な行動にっ ながっ た。

関係各省庁はL これらの方針力淀 まっ たことで，速やかに

具体的な対策を打ち出す ことが可能となっ た 図1は方針が

関係省庁の具体的嗣策に如何に反映されたカ｝を例示 したもの

で あるtu。
　具体的には、1週間とい う短期間に以下の方針を次々と定

めた 、

　 ・ 9項目の 緊急援助策 （9！21、地震発生約 1時間後）

　・15項目の緊急援助策 （9！21、地震発生約 19時間後》

　・震災激援脂導センタ
ー
般置α鱈殉 （9！22、地震発生 2日目）

　・黼 齢 　（9／2S，　攤 三5　日目）

　・震災復興推進委員会設置  （9／27、地震発生7日目）

　これらの方針は．制度的なもの と組畿的なもの とか ら構成
されており、以下それぞれ考察を加え る。

（2）制函颪での 方針の 決定

1）9項目の 緊急援助策

　　地震発生約 15分後に行政院畏、勘委貫長、秘書長、内

　政部畏等行政院の主要幹部が．消防署内に設置 され た震災

　救援指揮センターに集合し．約 釦 分後の 午前2時 30分に

　 9項目の 緊急援助策を示した． 主な内容ぽ表2の通りSt
．

　　内容その もの は切動期に実施すべ き基本的な もの にとど

　まっ ているが 地震発生後極めて短時間のうち篭こ主要幹部

　が築ま り、初動に当たっ ての 意思統← を図っ た こ とは重要

　 である。さらに、各項目の 実施につ き軍を含めた担当官庁

　 を明確にしたこ とも注目される。

2）15項目の 靨急援助策

　　15項目の緊急援助策は、9項目の緊急援助策の約va時
　間後に策定された。その間、総統，副総統、 行政院艮が被

　災地に赴き情報収集に あたっ た ゆ 結果，被災状況を踏まえ

　たよ り具体的な措置が含まれた。主な内容｝ま表 3の通 り ll）。

　　 このように．9項目及び 15項目の緊急援助策におい て．

　項目毎に担当官庁を明確に定め指示を下した ことか ら、仮

　設住宅 家賃捕勧、国民住宅及びローン鬪顰等の住宅封策．

　慰問金の皮給、 軍の参画等の対策が，震災発生初日か ら即

　座に動き出すこととなっ た （図 1参照）。

3）総統緊急命令

　　震災発生後数日が経ち、救援・救助とい っ た緊急段階か

　 ら、被災者の当面の生活 ・住宅支援とい っ た応急対策、さ

　 らに は今後の復旧・復興対策を検酎する段階｝こ至っ た。関

　係省庁が迅速に再建作業を進め る上で、この ような事懇に

　対応 する有効な方法がな い こ とか ら、期間、地域を限定し、

　 憲法に基づく総統緊急命令を発令した 。 発令の間にその後

　 の 再建計圃の作成や聚急命令終了後の 特別法制定につ いて

　 検肘を重ねる こととした。
Pt

　　 。繍 囲間 ：1999．9．25〜2000．324 　（半年勵

　　　・対象地域 ：台中県 ・南投県の全域

　　　　　　　　台北市 ・台北県 ・苗粟 県・台中市・彰f匕県 ・

　　　　　　　　貅 県の一部 （被災地切

　　 総統緊急命令の主な内容は表4 の 通 り 1St。これ によ り、

　 再建の ための財源確保、仮設住宅の建設を含む被災者の 住

　 宅対策 、 瓦礫処理のための民間設備の徴用、軍の積極的活

　 用等の措置が迅速かつ 柔軟に行なわれ る こととな っ た 沁。

衷 1　 台湾の主な防災制度

制 度 名 内　　　容

総続緊急命令 緊急を要する災害に遭遇し、 または財政経済上

（中華民國憲法増 重大な困難を阻止する堀合には、総統は憲法第

修条文第 2条第343 条の規定によらず、 行劇捻での決蟻により、
卿 早急に緊急命令を発智する。但 し、発 令後 m 日

以内に立法院による追認を要する．
災害防救方案 （94 防災俸系の殴立．防災教育即蹠 気象業務．
年 1月、行政院第 洪水予防作業、干魑阯 対策．地震予防躁

2366回会謹にて決 防風対策．応急物資罐蔭、鰡 、都市

定）”
防災副画，災窗危険区域、歴史文化財予防、農
林業防災、予防 ・復1日研究

防災基夲計画（98年 計画目樵。構想，防災体系の設立、防災業務

3月．災害防救方案 の推進』 翻日・再建』 科学技術研究、防災業務

に基づき作成》o 計画 ・地域防災計画策定

籔 2　9項目の 緊急援助策主な内容

1

3

4

5

交通秩序．電力齢 の 維持（→

関係省庁）

救助作業へ の 参画 ← 鋤

救助センターの 股立 （” 地方

皰

学校、職隔等の 休み ←・地方

繭

被災状況の 周知 ←・交通部気

象局）

a　 南u s ←

　　台湾省政府）

7．　 震災救援指揮センタ「 緊

慧
驪 誇

潮譏
＆

o…

表 3　15項 目の緊急援助策主な内容
1

a

↓

巳

a

乳

8L

WW （一 内政部
・
国防部・

公共工 程委員会）

死者へ の慰問金支給、検死・

遺体処理 ←・内政部・法務部・

黼

重偏者へ の慰問金支給

全半壊家屋へ の 慰問金支給

惰報収集・伝達 （欄

国際 救助隊受入 ←外交講

被災者収容施股股置 ← 内政

部 ・地 方政府）

道路 ・橋梁の 再建 ・修理 （→

交通 部）

9．　 防疫・衛生の処理 （→衛生

　　 署）

10．住民再建のための銀行へ の

　　 緊急融資 （→ 中央銀行）

IL 　被災者讎 ローン
・被災企

　　 業へ の優遇間 匿

皿 　給与の寄付 （≒彳〒政亮 関

　　 係機関）

13，家屋の安全性検査 ←・建築

爛

14，民生物資供給・孅
　　 ライフライン確保

工5，節水 節電の呼びかけ

表 4 総続緊急命令主 な内容

水利黼 醐 股備の微L 　 経費削滅．公債発行等による

　　 復興財源の 躙達

幺　 中央銀行による被災者再建の

　　 ため の特別 財源 確保

3．　 被災者収容施股のための公清

　　 貢撞 の活用、関係法令による

用．衛生医療スタッフ任命

にかかる閑係法令に よる制

騰

秩序紺 寺、救飃 勵 ．被災

者収容、復興活動にか かる

軍の活用

7．

＆

9，

1砿

11．

拡

　　 制限解除

4、　 被災者留闘 掬 ）ための 行政

　　 手続きの簡賂化．関係法令に

　　 よる制限解除

5．　 交通、公繍 靆 のための

　　 関係法令による制限解除

6，　 証明審再発行等にかか る費用

　　 免除、手続 きの匍略化

特建地域の管理及び注民の

黴

兵役対象者の兵役義務

妨害者その他不当行為者に

対する罰則

緊急命令施行期間 （〜

200嘛 2の
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　　　　　 内政部営建署

● 震災対応疑急グル
ープ股皿

●被災達奥物解体処理規 程検肘

●被災者 収容施股 の股 置

●▲仮殴 住宅建殴検肘

▲被災家 屋の 危 険度判定

▲◆国民住宅の 分譲

◆仮殴 住宅入札 作渠囲始

◆家賃 鶲助作漿規寇の吸趾

◆全半壊認定基準の殴 置

　　　　　内政部消防署
●▲ 震災救援指揮センタ

ー
の殴立，運

営

●▲救助作秦の 実施

●▲援駒物資の 受付

●▲遺体の 処理

●▲被災状況の 衝報嘔築、伝運

　　　公共行程委員会

●被災者 収容緻 の設醗

●▲ 仮骰住宅建汲 検討

◆仮設 住宅入札作禦

◆家賃補助作桑規定の殴置

　　　　　衛生珊
●▲医療 チームの 派遣

▲胼 冫等 医薬晶，消窃液の 譌逮

▲疾病監視員の派週

▲医療費の免除

◆麟 保険費支払延期 ・免除

　　　　環境保賤署

●▲ 死錫者名の 問い合わ せ

▲移動式｝仆の 梶供

▲消轟作藁

ムゴミの 彈搬作裁の 強化

　　　 労働者委員会

▲ ◆労働保険等の 徴収延期

▲ ◆労働者向け住 宅購入 ・修繕貸

付金制度

震災救援指導セ ンタ
ー

▲ 15 項 目の 緊急援助 策の

錨 の 促進

　 脅少年指導委員会

●▲ 青少年ぎランテ1アの 受偉

　　　　　　国防部
●▲ ◆救肋作業の実施

●▲ ◆控築物解体」 ガ隣の撒去

●▲ 遺体の 処理

▲ ◆収容所の捉供

▲ ◆仮股住宅の 建毅

▲◆被災道蹄．播奐の再礁

▲ ◆ 防疫・衛生

◆民冏肛両．作期 機披の徴用

◆再建 政策指導要倒の策定

91．re111！ISi414ij1pt
交迦秩序・救助作粱・救助セン ター

酘立 。学校等の休暇 ・被災状況の 周

　知。救助 隊派遣
・
震災蝣 押tンタマ◎

賢急医齪システム・住民避慇 ・危険建欒

物立入禁止

▲ 15　 目の

救助作禦 ・検死 遣体処理 ・慰囘金 ・

情報収集 伝連
。
国際救助隊受入

・被
災者収容 施殴 ・道蹟楢 梁の 修理 再

建 ・防 疫衛 生・住宅再建融資・住宅

ロ ーン 融員・絵与返上 ・被災家量検

査・物儕安定・ダム ・
ライフ ライ ン

確認 ・節水節冠

一

復興財源確保・中央銀行特別融資・公
有財産活用 ・仮 殿住宅建骰

・
公共事渠

復1日 ・鉦閉鯒 発行 ・水利権等徴用 ・

軍 の活用 。強制撤去 ・兵役
・
罰則

・施
行 期冏

　　　 経済建殺委員会
◆ 12 項目の 再建計画の 提出

　　　　　　主計処
●▲ ◆現地嬢災 救撮指揮セ ン ター
の経黄

▲ ◆死亡者慰閥金の支給

▲◆経黄支出手統きの簡略化

　　　　　　法務部

○▲検死作業 の奥施，検死富派週

●▲ 棺桶のN 連

◆不法行為，物価引上行為等の取締

公正取引委員会
▲◆ 物価 の 安定，不
正者の檀挙

　　麒 復興推進委員会

▲ ◆仮股住宅建殴、倒媛家E ・

廃棄物処理

◆再建のための公宥地の選定

◆容積率変更に よる 都市再睡計

圃の 実脆

　　　　　農業委員会

▲水田水利施韻の修復
▲◆農企粱．農康に対する低利融資

◆農簗再睡構想の 検肘

　　　　　　財政部
▲住宅ロ

・ン優遏措置の検討

▲被災企業融資の検肘

▲ ◆所得税、家屋税 地価税等 の 減

兔

◆元金の 返済期期 の猶予．金利の 引

き下げ．利息支払い の猶予

◆公債計画の晃衷

　　　　　交通部

▲ ◆被 災遣略．綉梁の検 査確腮．
修理．再建

◆民間軍両、作業用機嫉の徴用

　　　行政院他関係機囲

▲政務宮の 1ヶ 月分給与の寄付

　　　　　外交郎
▲国際救助隊等の 受入、連絡作樂

　　　　　　　 中央銀行

▲ ◆彼災者住宅再建にかかる銀行へ の 緊急

融齎

　　　　　国営企渠会

●▲ 」イ7）｛冫の検査確認

●▲ 電話回線の修復

▲◆電力の復1日

図 1 制度面で の 方針の決定に基づく関係省庁の具体的対策（e）

〔
凡 例 「9項

畧覊 甥盤 賀隔驪 覊 糶谿驟蟹聽響潔
」を受けて

つ
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（3）組織面で の方針の 決定

1）震災救援指轟センタ
ーの毅置

　　初日に決定した 15項目の緊慮援助策の実効性を確保す
　 る こと、台 北の中央当局 と被災地との温度差が生じない よ

　 うにする こ と等を目的に．被災地南投県中興新村   上

　 の 台湾省の 所寉地）に震災救援指導セン タ
ー
を股置した 1ab

。

　　冨囎統を責任者に 、 主狂委員 伏臣クラス ）、騨騰 長、

　 副参謀総長を執行長とし、 被災地毎に政務委員若しくは次

　 宣ク ラス を配置した （図 2参照）m 。この ように、台北の

　中央当局へ の連纈翻肄鵬所でなく意思決定権限のある者

　 を配置し、即決可能な現地事務所とした点に特色力雪ある。
図 2　震災救援指導セ ンター組織図

2）震災復興推進委員会の設置

　　　総統緊急命令により、隴 緤 ヒの障害を制度面から取

　　り除くとともに，組織面で はその 2 日後に震災復興推進委

　　員会を設けた 11。行政院艮を簸 者、副院艮を執行畏に関

　　係省庁を役割に応じて 14 に分けた。副院畏及び次官クラ

　　スを被災地台中市内に常駐させ．応急対策や復旧・復興対

　　策を全省庁的に実施する体制をとっ た （図 3参照）Pt。震

　　災 救援指導セ ンターと同様、現地で即 決できる組織とした

　　鋤 o

　　　なお．これに伴い．震災救援指導センタ
ー
は震災復興推

　　進委員会の 上部機関として再建活動に対する 指導．監腎を

　　強化するもの と位置づけた （表 5参照）tw
。

　　　設立後は、同委員会を中心に、2週間以内に緊急再建策

　　を策定する こと、1ヶ 月以内に再建に関わる基本資料を提

　　出すること、さらに総統緊急命令の期限の切れる 半年以内

　　に再建計画 を作成する こ とと した 20。

蠍 員 3

畷

黼

籥

企 画 組

行 政組

社 会 組

営 建 組

鰡

産 準組

交 通 組

衛 生 組

組

組

組

組

教

齣

囲

欒

文

後

新

展

就 職 組

財 務 組

輌殱尉画、産黼 陋 L 被災者照会回 鑑

特別法検励

飆 継 儲報システム ．
鰡

囃 給、黼 ．融 騾

鰓 地趣処思 危灘

国有鰤 売、震 災配舗 驟 膕 、
建繖 令．堀 本掛画，行一
鵬

一
鬮 難フォロ ーアッ プ｝

一 風 中嵐颱 険麒 勁処凰

蝋

縄 か 水遊等再延．民一

産槊ge4US，鯔
蠅 ・道蹟・悲南・電瑁惻日．観光再建｝

怖 生 硝 毒．疾病監昆 歴棄物処理，
こころのケ ア）

1黼 遺飜 学生指導・こころ のケア）

〔智阻支拠、仮一 ）

瞞

鐙

欟

糊

鑞蠶
図 3 震災復興推進委員会組織

表5　鏝災救援指導セ ンターと霞災復興推進委員会の比較

尠 黼 センタ
ー ・

圃 一 会

鯉 日時 臼臣a226 醗 2 日凶 gag27 　q膿 発生7 日副

矚 飆 榊

黼 黴 嬲

股匿目匏 15項目の糊 の奥効性茹保 総統囎 命令後の再建活動の推羶

体 　 制 被災地県葺   に閣腺クラス、市嬲 に次窗クラスを配置 再建項目をU に分けで担当實庁を決め噸次官クラス を配置

こ伴レ丶嬲 脂導センタ→ 訓訌興推錐餐員会の上部機関として网 巌 助k対する揩導」監爵を強「ヒホるよう柆置づ脇ラられた」 

（4）制度面で の方針と組織面で の方針の組み合わせ

　　　震災発生からi週間の間に、制度面、組織面それぞれの

　　方針を打ち出したが、これらは次のよ うな関連性を持ちな

　　が ら発展的 に移行して い っ た と考 える．

　　　a 地震発生直後に緊急援助にあたっ ての制度的な意思

　　　　統一を図るために、9項 目の緊急援助策を策定した。

　　　b 被災地視察を踏まえて 緊急援助の 内容をよ り具体化

　　　　させ るために、15項目の緊急援助策を策定した

　　　c 緊急援助策の実効性を確傑する とともに 、 関係機関

　　　　同±の 連携を深め、中央 と被災地との温度差をなくす

　　　　よ う、被災地に震災救援指導セ ンターを設置し、権限

　　　　の ある責任者を張り付けた。

　d 緊急対策力囎 る とともに、引き続き疣繍

　　やその後の馬建活動を推進する上で、法麟 1等による

　　障害を取 り除くべ く緊急命令を発令した。
e 応急対策か ら復旧、復興にかかる懸案を寨務的に解

　　決できるよ う震災復興推進委員会を設置し、関係省庁

　　の貴任者を被災地 に駐 在させ た。
　この a からe へ の 移行を図示化したの が図 4で ある 。　 ，
直後の緊急対策か ら応急対策、 さ らには復旧

・
襖興期を見

据え、1 日から数 日単位で、制度、細織両面での方針を互

い に関連づけなが ら迅速かつ 柔軟に移行させ てい っ たの

が特徴的で ある。
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図 4　制度面で の方 針と組織面 で の 方針の 組み合わせ

4．意思決定者に よる被災地の視察

　李登輝聡統自ら 「行政院各機鶚の同士は、台北のオフ ィスに

座っ てい るだげ ぐはだめ惹 被災地に赴き、 被災者の声を聞か

なければ、問題を本当に解決で きない。」 と述べた taよ うに、

当局の 意思決定者がほぼ連日被災地へ の視察を実施し、被災者

との 対 話を重ねなが ら方針や対 策にズ レが生 じて いな いか チェ

ックした。李登鱗蹴 のA ；EEj直後 1週間 の日程を表6に示す29。

総統をは じめ、匐蜷統 ・行政院長とい っ た意思決定者が、被
災地を視察し、地元の救援指揮セ ンタ

ーとい っ た公的機関に と

どま らず、被災者との対 話を重視して、避難鬼や家屋倒壊現場

等の最前線を精力的にまわっ た． 対話の 中で 隱報不足がわかれ

ば自らマ イクで措置状況を説明するとともに、台北に対し具体
的な広報手段を指示した劒。15項目の緊急援助策でrt旦決定し

た慰問金の額も引き上げられた航 視察を通して実情に即した

田速かつ 柔軟な処理を関係省庁に指示する ことが可能となっ た。
これら意思決港者の被災地からの指示事項等の例を表 7 に示 す
z4）。

　このよ うに，日中は被災地を視察し、夕刻は愈北に戻っ て対

策会饑を実施する体制が約 1ヶ 月間続いた tS。「3．」 で紹介し

た方針は視察 を基に夜の会議で 決定され たゆ．

表 6 李登輝総統の 日程（9／21〜9！2n
日

田219J22

鰡

9t24

田25

螂

吻

納

o

賄

oO

o

o

舳

o

O

0

o

初

他

O

o

o

具 体 的 な 視 察 場 所

　　　（太宇は観察後の会議を示 したも¢カ

台1闘 立体育一 一’台中市役所→ 台中消防

押切 ・一欟 医院→苗粟市溝防局震災救援指蜘 ター噛 北 官邸→総毓府政府幹師会臨く15項目の一

一 一

台北 良邸→ 国民党中央委員会→ 塙埋画校 → 縮埋中 一→新赳螂 被災地→中一 一構 亅構霞災救援

脚 ・哨河浜公園図嫐
・→i銘家飆 珀被災地 →一 一一嚠 一

会踟 麟 救囲 旨勸
。
細

台一 古黴 斗六市一 理部→ 「六観邸亅被災地臼「噛山国蜜大楼亅被WW 集集公

路局駐車嚠臘 r一 飛 戯 災地 → 中一 中寮4弾校被災一 訟 所

鰻災敷囲 躑 一一呻興新村複災地→ 彰爛 林高校r 　　　　　　　　　　　 鰤 縦 跏 ヒ官邸

台北 自砥W W 」eWWW 収 局 → rヨ嫐 被災黼 地 →

霧峰郷餞会→r銚贓 勦 火堅市跏 成功中学茂→「台欟 被災睡→險巴轍 被il8e−・「欟 勘 被災地
→中奥新tt■ tsmamm ・

英lim 　 北ua邸
台北官邸→ 石  被災地→石蹟邯公所 → 石uark− Epembl 一ビ緲 一 ∫一

一→郵 〔幻2 落下傘部隊→
東勢一 ・一櫛 車蘭  卓蘭騰 卓蘭小学躑 蠏 一 命
欄

白北 官邸 噛 埴埋轍 → 埴埋鎮被災地→ 軍展災救援指lfft）e−−7tmm ・一ひ 
”
一レ中寮小学一 一

※平蕗震災堆→聯 亅欄 容切 喞 飜
統府政府徽 飆 復興推逗委鼠会股置決定｝

ドミ訪共和国吠統領肪囘のため終日台北

（※ この後 も総統 による視 察が 引き続き行われた。｝
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　意思決定者による連日の被災地裡察｝よ 単に被災状況を把握

するにとどまらず、方針及びそれに基づく具体的な対策が破災

地のニーズに 則したもので ある かをチェ ッ クする良い 機会とな

っ た。さらに は今後の方針、対策を講じるに際しての良い フィ

一
ドパ ヅ クの 材料になっ たと言え る。
また、リ

ー
ダ

」
その ものが數 叺 りすることは、実際的意味

に劣らず， 危機のさなかで破災者に精榊 肪 向性を与える意味

で も大切で あっ た と言えよう m
。

5 ．台湾当局による震災直後1 週間の 対応の特色

：被災地の状況を重幌した、トップダウン1二よる 「方針の

決定」 防 針1蠡 ついた関係省庁による具体的対策1
　「窟思決癒者による被災地の雀擦目の相互連携 （図5参
照）

鯉災直後 1週間の台湾当局 の対策 の特色を整理すると次の遭

りとな る 。

　　a 制度 面で ¢ 防 針として rg項目の 緊急援助策1 「15項 目

　　　の緊急援助策亅 「総統緊急命令」を決定した。組織面では

　　　r震災救援指揮センタt 」 「震災復興推進委員会dを設置

　　　し制度面で の方針 と組み合わせた。

　　b 方針の決定に伴レ丶関係省庁による具体的な対策が迅速

　　　に行われた。
　　c 当局意思決定者がほほ連日に渡っ て 被災地を精力的に

　　　まわ り、方針及びそれ に基づ く具体的な対策が被災地の

　　　実情に適 した もの で あるか．状況を確認した。
　　d 対 策が充分で ない場合は即座の実施あるいは内容の 変

　　　更を視察地から詣示 した。視察を逓して、被災地の状況

　　　の進展や今後の方向性を念頭に置き、 次の勇針の決定に

　　　フ ィ
ー

ドバ ックさせる こと とした 。

　こ うして a からdが互いに連携し相乗効果を高めた。

　こ こで、軽視してはならない のが常に被災地を意識した現場

靄視の姿勢で ある
n 。これは意思決定者に よる被災地の視察や、

「震災救援隙摩センター」畷災復興描麁委員会」といっ た権限

ある組織を首都台北でなく被災地に設置 した こ となどか らも読

み とれ る。

　この ように被災地現場の状況を中心に据え、『方針の 決定1
「関係省庁 による具体的対策亅 「意思決 定者によ る彼災地の視

察」 を3点セッ トとして．これらを絶えず相互連携させながら

対応を展開して いっ たこと、 さ らに、 意思決定者自らが最前線

に立ち トッ プダウンで 実践した ことが、災 宙発 生後 1週 間とい

う短期間で の迅速かつ 柔軟な対応に至っ たと考え る。

　　 方針の決定
・　 9項 目の緊怠援助策
・　 15 項目の 緊憩援助策
・　 践災救援指導セ ンタ

ー

二蠶 纏贓

一一・一一・一 ・一一・一

一

〔
方針の決定に基づく関係省庁

へ の 具体的対策の指示 〕
〔員体的対策の報告〕

鬨係省庁の具体的対策
・　 救扱救助活勤

・　 被災壽収容旙置
・　 生活衡 日支援

1 講騾 成 。

の

〕

図5 被災地の 状況を 中心に した r方針の決定」 r関係省庁による具体的対策亅

　　　　　　　　r意思 決定者による被災地 の視鼬 の 相互連携
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6．台灣当局の対応を迅速で柔軟にさせた国情、文化的

背景等特有の事情 働

被災地特有の 粥 「なわち．台湾 当局の対応を迅速で 柔軟に

させ た国情、文化的背景等につ いて整理する。

（1》有事を想定した当局 ・市民双方の危機管理意識

　1）当局及び市民の危機管理意識

　　　台湾の歴史的な背景として、当局及び市民の 双方に普段

　　から有事を想定した危機管理意識が醸成されていた e 例え

　　ば 総統緊急命 令では、発令が震災発生5 日目に至っ たの

　　はむしろ遅かっ たのではない かとの批判が出た。

2》軍の災霤対策へ の関与aOt

　　　台湾では，災害発生直後に軍が積極的tこ行鋤しないと市

　　民から大きな批判を受ける との ことで ある 。

　　　軍の 各髄屯地｝ま管轄範囲内であれは独自｝ζ救援・救助活

　　動が で きる。管轄範囲を超える場合は 司令部の許可により

　　広域的に活動し、国防部には事後報告で 了承される 。

　　　これに加えて 、総統緊急命令の規程により軍がより広範

　　囲に活動するこ とが可能となっ た。

（2）大災害での中央主導による危機管理体制の実旛

　　　燬 害には樵 局が 」

鯛 耐 麟 る ことカ1ら、鞅

　　当局が企画 ・立案し、地方当局が執行する体制をとっ た 。

（3 》総統選挙を意識 した行動

　　　翌年 3月に総統選挙を控え、国民党 民進党，及び国民

　　党離脱者による 3候補者の 接戦が演じ られた。こ の ため、

　　台湾大地震での対応が選挙対策として も重要となっ たn

〔4）広大でない 国土

　　　台北と被災地 との 距離は約 15田鋤 で．首都台北でも大

　　きな揺れが感じられたことから、意思決定者自ら事の重大

　　性を感じる ことができた。 ほぼ連日飛HesE．ヘ リコ プター

　　等を使っ て 日帰りで被災地を訪問する こ とが 可能であ っ た。

7．まとめと今後の踝題

　本砺究で は 台湾大地震発生 直後の 1週間における台湾当局

の対応の方針、それに基づく具体的対策 、 及び懣思映定者の行

動を分析し，対応の特色を考察する こ ととした この結果次の

こ とが明らか にな っ た。

　　　・ 緊急対応か ら応急対応、復旧・復興始動期へ と、 時

　　　　期に応じた一連の方針を定めたこ と。

　　　・　上記方針により、関係省庁が具体的な対策を速やか

　　　　 に打ち出せたこ と。

　　　・ 意思決定者は常に彼災地の状 況を重視 してお り，方

　　　　　針、具体的対策が現場に即した ものか、自ら視察し

　　　　　確認した こ と。

　　　・
複察 結果 を踏 まえ、フィ

ードバ ッ クする こ とで 、被

　　　　 災地の状況に合わせた方針、 対策が打ち出せた こと。

　　　・　 トッ プダウンによる 「方針の決定1 「関係省庁による

　　　　 具体的対策 」「意慝決定者による 被災地の視察亅は常

　　　　　に連携してお り、相乗効果が高まっ たこ とe これが、
　　　　 迅速かつ 柔軟な対応に つ ながっ た こ と。

　もちろんs こ うした対応の背景には 、
「6．」の 台湾特有の事情

が含まれるこ とか ら、 この たび の対応の 特色をそのまま我が国

の 今後の災害へ の 教訓とすることはできない。しか し、今後も

どのような自然災害に襲われるか予測がっ かない ことか ら、台

湾で の対応も一
つの 教材として 学ぶべ き ものが あると考 える g

　 最後に．今後の研 究課題と して 、 以下の 点をあげたい．

補注

・ 台湾 での対応が迅速であっ た 1つ の要因として．阪

　 神 ・淡路大震災の教訓を活用できたとする議論があ

　 る。これは台湾当局関係者も腮めてお り具体的にど

　 の ような点が生か された のかは，今後の踝題とした

　 　い。
・　台湾の場合中央当局主導による讖応がなされたが、

　 地方当局の 動き、及び中央 ・地方の違携等にっ い て

　　もさ らな る調 査を進める こととしたい．

（1）台湾当局の組織の 日本諾訳

台湾大地震救災日記 欟 輝著，   研究所）に妃載された日本語名

を使用した。
　

　

　

　

（2）台湾の 迅速かっ柔軟な対応の 具体例

例えば、仮股住宅の場合．震災当日の 9項目及び 15項目の聚急援助

策を受けて、翌 箆 日に仮設住宅の用地確保の取り組み力司開始され さ

らにその 翌 日の ％ 日には仮設住宅と戸数の決定を見た。最初の 仮設住

宅の完成は震災9 日目の 30日であった さらに、規橈基準が従来 8坪

であっ たもの を、被災者の 側に不満の声があがるや 直ちに（！O月 2日）12

坪に変更した。（室崎益輝、台湾における住宅再建α現 択につ いて、兵
馭獻 断 聞、　2000．1．25）

  「当局亅の表現

国交の関係上、「政府」 r帥ver皿 enU でなく 「当局1 「anthority 」 と

いう表現を用いた （外務省ア ジア局中国課確認）。

  台湾当局静関係者へ の ヒア リング

　調査 した限 りにお いて は 台湾当局の対応に関連する社会科学系の文

献、饒文が 日本はもとより台湾にもあまりないことから．当局関係者か

らの ヒア リングや 入手資料 等によ る内容を窟視 した。現地矚査は

99．9．29〜99．10．04の浜痺県一行へ の同行．及び09．OLO4〜00．Ol．IZの

単独践畩査の 2回に分けて実施 した。
日 時 訪 問 先 主 な 応 　 対　 者

曁9．929 行政院公共工程 委員會 主抂委 貝　 蔡 兆陽

行政院外交郎 亜賦太羅 司　 劉 宜民

一 署長　 陳 弘毅

99．9．30 麺 獺 　　黄 購

台中市政府 市畏 　 膿 温嵐

99．lo．m 南投縣酌府 縣畏　 彭 百顕

99、【0．02 欟 工筋勵 艮　 翁 文麹

9940，03 台北市政府 碑協長　 欧 晉徳

00．OLO5 行破院公虹 程委員臼 鑼 秘書　 廖 宗盛

行政院経済幽 矮 員合 主氈委員　 江 丙坤

oo．ol．05 甌 一 心 （国立

欄

主任教授　 羅 讎

防災闘 醐 灘

嬲

醇燉 授　 陳 亮全

  騰 麟 所 総搦部畏　 山下 哲生

行鷓 内政部営建署 副野長　 劉 麗男

鳳 Ol．07 陸軍少将　 徐 克民

一 災害搶救縫 吸 陳 崇賢

00．OL 略 台1蹴 徳 会 台北慈済功鬱鯔 室 王 文菌

oo．OLo9 南投県貰任者　 沈 順従

00．Ol．1092 且災後耳困蠑 員曾 内政郎民政司執行秘書 范 困廣

00．0当」0 台中市政府 蹴霊室主任 　 黄 崇典

0氏OL　11 側〕台鵬 黼 組長 　 彊 光甫
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00．01．且且　　 醐 係壤会 秘HeRl　 余 永順

  台湾の当局組織 （総統と行政院の 関傑冫

　台湾を代表するの 黼 こ相当する。総統の下に哘 政1 「立

法亅 「司法1 堵試1 「Kigeの五勘 吩 立し，それ ぞれに r院1が存

在する．「行政院亅は日本の内閣に相当する最高行政機関で、行政院

長 （首枉D は総繞が指名し、立法隗 の同瞳を経て任命される。行酬院
長の下に 8甑 2処， 2局、 中央銀行、特股委員会があ る。

（5）制度面での方針に基づく関係省庁の 具体的対策

　 行政院資料 「A ニ ー a （黼

日程及び鼠要決定）に記載された関係省鰰 的対策 及び省庁毎

の新聞稿等の錣料をもとに． 触項目の緊急援助策1 「15項 目の緊怠援

助策1 「総統聚急命制 との関係を例 示した。 即座に反映された こと

を示すため9月中に実施された対策を記載した。

（わ披災者へ の広報手段の
一例

　 慰問金の支給 披災者へ の住宅措置尊置9項目からなる聚急救済措

　置→ 醗表 （けL二 r 畑 行政院所探取的靂聾聰駐餅苣施レを作成し

被災者に配布した。

（8）慰問随支給類の引き上げ　　　
　　死亡者へ の 慰問金 50万元を 100万元に変更した。

  方針が 決定された 時刻 （カッ コ内は参考文献》

（le）軍が関与した災害対策 （国防部覈告資料：軍による 921震災支擾

と再建作業の 報告）

〔
　 ・被災者の 収容　 　・廃棄物の処理

　・兵比及び 肢災者へ の こ こ ろの ケア

　
・地域消欝　　　　・通館の整理 と支援

参考文献

驫
瞰

〕

互｝阿部勝征 ：巨大地震iEしVN知識と備え、衄L卜2岻 読亮新聞社L　lggT．
2）五 百旗頭真二第2章危機賢理 一 行政の 対応Lp332、販神・淡路大震災

跨、 朝日新闘社．1996。
3）林 春男 ：6．災宿対策 を推進するための醜 決定の あり方、第 7編棄急

対応の教即ト霞災か ら最切の 100日rPII6
−117、大震災に学邸一阪神・

淡路大震災鯛査研究委貝会報告轡r ，土木学会関西支部L1998．
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處理中心」、P2、内政部消防署
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震災調1査研究委員会報告番一 土木学会関西支郎n1998．
6）台湾大闘 の 防災制度等の整備につ い ては、rトルコ 。台湾地

震に関する資料収集及  ｛国の震災対策の検証にかかる鯛 査報告

雹 ；国ヒヒ庁防災局震災黼 p85−102、 2000．』 に鱗 域がある

ほか、内政部消防署等へ の ヒア リングを通して も確認 した。
7）行政院資料 ：災害防救方案、1994．
8｝行政院資料 ：防災基本睡 防災業務臨 地區防災計霊彙編．中央

防災會報纒印．199B．
9）行政 院誨料 ：九二尸地 闘災醐 匱系運作報告、「2．各級艮官詣扇 、
？3，　F勺蠏 點　繍 斗：ナし：m a
定．「九月二 十一日亅
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日記、冊 研究所1．「連戦副総統の震災日記、中華週報第 濯9跚号1 ほか

に記述がある ．

聖1〕行政院資料 ：九二 r 索e”esrewnwame 、棚 二 十一日亅

1お黼 ：鯆 虹 一麒 謝 、　99．10＿5騷　櫛 ；台

湾大地饅救災日ail．　p29−31、四 研究所．2000．、及びJo  Ch正etuCtaung
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Eartbauaヒe　E巴ergency ｝leasures　Ibr　Resettlenent＆Co夏str岻ctioロ，　P2r峯
13》黴 ：　 鑒　鵜 繃 88002獅 號 　　1999．
14）Ioh囗 qbiea−Chung　L五，　Vi6e　Chair皿aR，　Pロblic　Construct且 
Com亘ss且on、　the　EXeeutive】「uan：　「ZEmergeltcy鹿cre已 mi　FolLov‘囗P
蜘asuresj　恥st→ 21Earthavake　imrgency晩 aso跨 s　forResettle鵬 nt

＆　⊂tonstruction，　P2−4
15》総絞府新開稿 ：絶統宣布成立 「nt 蠍 督導中心亅、　SS．9．22
1G｝行政院災後重建推動委員禽資料：災後重建黼 會報 （中央督靭 ．災

後重建推購 葬絡手冊．？2、1999。
匸7）総 鼬臼新闘稿 ：総統召開第三次高層首畏工作會臨 99．9．26， 及び行

政院災後重建推動委員會での 聞き取り网査

18＞行政院災後重建淮動委員會資料 ：行政院災後重建推動劉 艪 田織及

び一 員會分組功艦 災後重建推動組織及聯絡手冊

P1及びP4．1999．
19）行政院災後里建推動委員會資料 ：行政院災後重建推動WW
災後里齏 齦朧職 及聯輅浮 冊，P1、1999，、及び 行政院災後重建推勸震

員會での聞き取 り鯛査

2  総統府新聞稿 ：総統召開第三次高層首畏工作會議、99．9．跪
21＞糊 ：職 　櫨 　一 駐　99響9＿蹐
2  麟 ：　 日紀吭 月二軌 日」Pt＆冊 瞞 　1999．
2助棚 ：一 日臨　　日衷l　p13｝ 1訂、　  瞞 、　1999．
24〜25）総統・副総統 ・行政院艮の視察導こついては．「行政院資料 ：九

二 尸 r集粲大地震救災行程重要決定，9ノ劭〜gr27亅、「行政院資料 ：集集大

地震大覃紀 9！Zl〜9！27．経済建股委員會経建處i．　r季澄輝 ・台湾大地

蠍 日記 冊 繍 ∫噛　鯲 贓 日鵡 鯲 1928翔
ほか に記述 がある。
2  五百旗頭真は，阪神・淡路大震災祝動の 日に官邸bSなすぺ きことの

一 っ として r首相の現地入 り1 を挙げて いる ：第 2章危機管理
一
行政の

舫 ●　Pt7Y374．　醂 ●WWWW ．　朝日新附 　　1995．
21｝現場重視の姿勢につ い ては、噂瀝 輝：省湾対雌燉災日記 ：  研

究所J、嗹 腮 1総統の震災日記L 噸 報第 19認 号亅 ほかに群細 な記

述があるほか ヒアリング結果からも伺えた。
圏） r6．亅につ いて は、「補注  亅 の 台湾当局等関係者へ の ヒア リング

結果をもとに整理 した

（原稿受付　2000．5．22）
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